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「出雲市定住自立圏形成方針」の変更及び「出雲市定住自立圏共生ビジョン」 

の策定について 

 

１ 定住自立圏構想について 

全国的に人口減少、少子高齢化が急速に進む中、国は、平成２０年１２月に「定住

自立圏構想推進要綱」（以下、「要綱」という。）を制定し、地方圏において安心して暮

らせる地域を形成し、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、地

方圏への人の流れを創出し、人口定住の受け皿となる圏域をめざす定住自立圏構想の

取組を推進しています。 

定住自立圏構想では、中心市が中心的な役割を担い、近隣市町村と相互に役割分担

をし、連携・協力することで、魅力あふれる地域を形成し、人口の定住を図ることを

めざしています。なお、定住自立圏構想を推進するため、総務省は財政措置を講じて

います。 

 

２ 出雲市定住自立圏について 

要綱では、一定の要件を満たす合併市は、特例として一市で定住自立圏を形成する

ことができ、人口最大の旧市を中心地域、他の旧市町村を近隣地域とした「定住自立

圏形成方針」を議会の議決を経て、策定できるとされています。本圏域の場合は、旧

出雲市が中心地域、他の旧市町が近隣地域となります。 

平成２２年６月定例市議会の議決を経て「出雲市定住自立圏形成方針」を策定し、

その後、旧斐川町との合併に伴い、平成２３年１２月定例市議会の議決を経て「出雲

市定住自立圏形成方針」を変更しました。なお、本圏域の形成に伴い、本市に対して

は特別交付税が措置されています。 
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３ 「出雲市定住自立圏形成方針」の変更について 

⑴ 変更の理由 

出雲市総合振興計画後期基本計画及び出雲市デジタル田園都市構想総合戦略の

策定に伴い、取組内容等の変更や時点修正を行うものです。 

⑵ 主な変更点 

政策

分野 
取組事項 主な変更点 

⑴ 

生
活
機
能
の
強
化 

ア 医療 (ア)地域医療体制の充実  ・「かかりつけ医」の普及・定着

と「在宅医療」の推進を追加 

イ 福祉 (ア)高齢者福祉の推進 

(イ)障がい者福祉サービスの充実 

(ウ)子育て支援体制の充実 

・相談支援体制強化に係る取組

を追加 

ウ 教育 (ア)不登校に対する支援体制の充実 

(イ)出雲科学館における理科学習の

充実 

(ウ)青少年の健全育成 

(エ)芸術文化の振興 

(オ)高等教育機関との連携 

・施設名を修正 

・子ども・若者への支援強化を 

追加 

・不登校傾向の児童生徒への支

援を追加 

エ 産業振興 (ア)企業誘致 

(イ)都市機能の維持・活性化 

(ウ)再生可能エネルギー利用促進 

(エ)観光振興 

(オ)農林水産業の振興 

・新工業団地整備や周遊滞在

型、通年型観光まちづくりな

どの取組を追加 

・再生可能エネルギー利用の取

組を追加 

オ ライフラインの整

備 

(ア)水道の整備・統合 ・災害時の給水機能確保の取組

を追加 

⑵ 
結
び
つ
き
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化 

ア 地域公共交通 (ア)公共交通機能の充実 ・「出雲市地域公共交通計画」に

係る取組について追加 

イ デジタル・デバイ

ドの解消に向けた

ＩＣＴインフラ整

備 

(ア)携帯電話不感地域の解消 ・防災行政無線など防災ネット

ワークの構築の進展により、

項目を整理 

ウ 道路等の交通イン

フラ整備 

(ア)基幹道路及び生活幹線道路等の

整備促進 

(イ)生活幹線道路の整備 

・高速道路の整備促進と基幹道

路の整備促進に係る項目を

整理 

エ 地域の生産者や消

費者等の連携によ

る地産地消 

(ア)農水商工連携による地産地消の

推進 

・地産地消に係る多様な業種と

の連携について追加 

・食育の推進、学校給食での地

産地消の取組を追加 

オ 地域内外の住民と

の交流・移住促進 

(ア)定住施策の充実 

(イ)空き家の利活用 

(ウ)安心安全なまちづくり 

・過疎・周辺部への移住・定住

の取組や官民一体となった

空き家対策の取組を追加 

⑶
圏
域
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
能
力
の
強
化 

ア 宣言中心市等にお

ける人材の育成 

(ア)市民協働の推進 

(イ)生涯学習の推進 

・生涯学習で得た知識や技術を

社会で生かすことのできる

人材の発掘・育成について追

加 
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４ 「出雲市定住自立圏共生ビジョン」の策定について 

 「出雲市定住自立圏形成方針」に基づき策定する「出雲市定住自立圏共生ビジョン」（以

下「ビジョン」という。）は本年度終期を迎えるため、新たなビジョンを策定します。 

なお、新たなビジョンの策定にあたっては、出雲市総合振興計画後期基本計画及び出雲

市デジタル田園都市構想総合戦略と整合性を図ります。 

 

⑴ ビジョンの期間 

令和７年度（2025）～令和１１年度（2029）の５年間 

 

⑵ 圏域の将来像 

総合振興計画と整合性を図り、「『出雲力』で夢☆未来へつなげ 誰もが笑顔になれる

まち」とします。 

 

⑶ 策定内容 

形成方針に掲げる「取組内容」及び「役割分担」をビジョンに記載し、「取組内容」を

進めるための「具体的事業」を定めました。 

 

⑷ 重要業績評価指数（ＫＰＩ） 

ビジョンに定める「具体的事業」が、出雲市総合振興計画後期基本計画及び出雲市デ

ジタル田園都市構想総合戦略に掲げる事業と同一の場合、そのＫＰＩを設定します。 

 

 

５ 今後のスケジュール 

令和７年２月下旬 出雲市定住自立圏形成方針の変更に係る議案提出 

３月下旬 「出雲市定住自立圏共生ビジョン」策定 


